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生活保護費詐欺事件に係る県の特別監査に係る 

是正改善措置報告書の提出について 

 
11月 19日に結果の通知を受けた県の特別監査において，本日，是正改善措置報告書

の提出をしました。 

つきましては，別紙のとおり，この報告書の写しを，お知らせいたします。ただし，

個人情報に該当する部分が多く含まれておりますので，盛岡市個人情報保護条例第６条

各号に該当する場合を除き，不開示とされておりますことから，その部分については，

黒塗りでマスクする対応をとっておりますので，御了承願います。 

この世帯の生活保護の状況については，現在，市で自己検証を行っており，その検証

の結果については，今後，第三者委員会に提出して検証してもらうように進める予定で

あります。その結果を受けて内容の見直しを行い，岩手県に対し，改めて報告を行うこ

とといたします。 

 

 
(参考) 盛岡市個人情報保護条例 

（利用及び提供の制限） 

第６条 実施機関は，個人情報（法人その他の団体の活動に関する情報に含まれる当該法人その他の団

体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって特定個人情報でないもの

並びに特定個人情報を除く。以下この条において同じ。）を取り扱う目的以外の目的のために，個人情

報を当該実施機関内部において利用し，又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし，

次の各号のいずれかに該当するときは，この限りでない。 

(１) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。 

(２) 法令等の規定に基づくとき。 

(３) 出版，報道等により公にされている場合において，個人の権利利益を不当に侵害するおそれが

ないと認められるとき。 

(４) 個人の生命，身体又は財産を保護するため，緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

(５) 実施機関の内部で利用し，又は他の実施機関に提供する場合であって，事務の執行上やむを得

ず，かつ，個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。 

(６) 国等に対して当該国等の所掌事務の遂行に不可欠な個人情報を提供する場合であって，当該個

人情報を提供することにやむを得ない理由があり，かつ，個人の権利利益を不当に侵害するおそ

れがないと認められるとき。 

(７) 前各号に掲げる場合のほか，実施機関が審議会の意見を聴いた上で，公益上の必要その他相当

の理由があると認めたとき。 

 
 

 

 

 

盛岡市プレスリリース 
 

 

令和４年１月18日 

保健福祉部 

生活福祉第一課・第二課 

担当者 

保健福祉部 次長 廣 田 喜 之 

（電話 626-7509） 

生活福祉第二課 課長 西 村  輝 

（電話 613-8415） 














	プレスリリース_県監査措置提出
	【公表用】是正措置報告書（生活福祉課）

